


 



 



 
  

 

 

 

 

 

県民総ぐるみ運動 
 

 

  

 

 

 

 

 

１ 歩行者の安全な通行の確保   

２ 高齢者の交通事故防止 

３ 飲酒運転を始めとする危険運転の根絶 

４ 自転車等の安全利用の推進 

 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呉市役所 地域協働課 市民センターグループ （0823）25-3283 
裏面もご覧ください 

 

年末交通事故防止 

 

   12 月 1 日(月)～12 月 10 日(水) 
 

呉市・呉市交通安全推進協議会連合会  

 

呉市では，自転車用ヘルメットの購入費の一部（最大 2，000 円）を補助し

ています。 

呉市にお住まいで，令和７年４月１日以降に安全基準を満たしたヘルメット

を購入された方が対象です。 

 

 

 

 

 

自転車用ヘルメット購入助成実施中 

【呉市 HP】 

令和７年 

期  間 

広島県交通安全年間スローガン 

「てをあげて くるまにおしらせ ぼくはここ」 

運動の重点 



 

 

 

 

重点① 

●歩行者は横断歩道を横断する際，左右の安全確認を必ず行いましょう。 

●ドライバーの皆さんは，信号機のない横断歩道で歩行者を確認したら

横断歩道の手前で減速し，停止するようにしましょう。 

 

高齢者の交通事故防止 
 ●高齢になると運転に必要な能力が低下してきます。高齢者マークを使用

するよう心がけましょう。安全運転サポート車の利用も事故を防ぐ手段

の一つです。  

●運転に自信がなくなったら家族などに相談し，運転免許証返納を検討し

ましょう。 

 
 

 

 

歩行者の安全な通行の確保 

重点② 

重点③ 

重点④ 

飲酒運転を始めとする危険運転の根絶 

自転車等の安全利用の推進 

●飲酒運転は，交通事故につながり大変危険です。 

「飲んだら絶対運転しない。飲む席に車を運転していかない。運転する人

に酒を勧めない。」ことを徹底し，飲酒運転の根絶を目指しましょう。 

 
 

 

 

●自転車は，軽車両に位置づけられた「車のなかま」です。交通ルールを守

り，安全運転を心がけましょう。 

●すべての自転車利用者はヘルメットを着用し，交差点では信号と一時停止

を守り，夜間はライトを点灯しましょう。 

●自転車の損害賠償責任保険等に必ず加入しましょう。 
 

 

 

～反則通告制度(青切符)対象となる主な違反と反則金額～ 
 

・スマホ等の使用（ながら運転）  12,000円  ・傘差し，イヤホン装着，夜間無灯での運転  ５，０００円 
 

・信号無視，逆走など            

 

・指定場所での一時不停止      ５，０００円  ・並走，二人乗り                   3,000円 

令和8年4月 1日から，自転車の交通違反に対して青切符が導入されます 

※16歳以上が対象 

※片耳のみのイヤホン装着時や，安全な運転に必要な音や声が

聞こえる場合は除く 

 

6,000 円

円円 



 

 

令和７年度 呉市女性連合会・呉市赤十字奉仕団 

 年末愛の運動について（お願い）  

 

趣  旨  
 

      市内居住の社会福祉施設に入所しておられる方々に，年末愛の運動

によって集まったご厚志を贈り，少しでも明るい正月を迎えていただ

き，新春の慶びを分ち合うために実施いたします。  

   また，募金については災害発生時や火事で被災された方への，見舞

金としても配布させていただきます。  

 

実施内容  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布について  

 

 

 

回覧 

募  金  運  動  

お米は１２月初旬に募金は１２月中旬以降に，市内の社会福祉施設

や団体等へ寄贈する予定です。  

実施期間：令和７年１１月下旬から１２月初旬  

実施方法：市内全域において，各家庭を訪問し，米の提供をお願

いします。  

【  街頭募金運動  】  
実施日   令和７年１２月６日（土）  

実施場所等  

①   中通り・呉駅前周辺及び新広駅前周辺で実施  

        ②  時間  午前（１０：３０～１２：００）  

                  午後（１３：３０～１５：００）  
 

【  各地区での募金運動  】  
自治会のご協力をいただきながら募金運動を実施する予定にして

おります。募金期間は１２月上旬ごろまでを予定させていただい

ております。  

米のまごころ運動  

※募金は任意です。強制ではありません。  



令和６年度の活動実績  
令和６年１１～１２月に恒例の年末愛の運動を実施し，皆様方のご協

力により多くのご厚意をいただくことができました。心よりお礼申し上

げます。  

集められた募金とお米は，市内の社会福祉施設や団体等へ寄贈しまし

た。なお，募金の残額は災害見舞の積立金として翌年度に繰越し，その

都度，火事や災害時の見舞金として被災世帯へ配布させていただいてお

ります。  

 

 

米のまごころ運動   

皆様からいただいたお米の総量      ２６９．５  kg 

（昭和西，昭和東，郷原，安浦地区）  

各施設へ配布した総量          ２６９．５  kg 

（配分内訳）市内６箇所の児童養護施設や障害者施設や子ども食堂  

 

 

 

募金活動   

皆様からいただいた募金の総額   １０，６９２，０３５円  

浄財として配布した金額       ６，０８６，０００円  

配  布  内  訳  金   額  備   考  

社会福祉施設等への寄付  1,88６ ,000 円  13 施設  

火災被災者への見舞金  100,000 円  2 件  

国内大規模災害義援金等

への寄付  

４ ,100,000 円  国内災害義援金・海外災

害救援金  

・令和６年能登半島大

雨災害  

・令和 7 年大船渡市赤

崎町林野火災他  

・台湾東部沖地震  

合計  6,086,000 円   

   ※残額４ ,６０６ ,０３５円は翌年度に繰越  


